耐震診断（一般診断法）における注意事項

	注意事項（必ずお読みください。）

	

	１　この診断は、国土交通省監修による財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による「一般診断法」に基づくものですが、個々の建物ごとに状況が異なるため、あくまで安全性を判断する目安であり、大規模な地震時に倒壊しないことを保証するものではありません。

	

	２　この診断は、震度６強～７程度、阪神淡路大震災クラスの大規模な地震に対して、木造住宅がどの程度の安全性があるかを判定するものです。

	

	３　「倒壊しない」、「一応倒壊しない」と判定された場合は、住宅に被害がないということではなく、建物に損傷を受けることがあっても、倒壊して人命が失われるほどの被害は受けないという意味です。

	

	４　「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定された場合は、何らなの問題がありますので、より詳細な精密診断や耐震補強設計（補強後の最終耐力等の確認）を依頼することをお勧めします。また、リフォームを検討している場合は、是非この耐震診断結果を参考に耐震補強を行ってください。

	

	５　この診断は、住宅の工事が良好に行われ、かつ、適切に維持管理されていて部分的な欠陥がないことを前提としておりますので、総合評価が良くても部分的な欠陥がある場合には、その補修等の検討が必要となります。

	

	６　図面などの資料が無く、建物の状況が把握できない場合は、推測に基づき診断を行っておりますので、総合評価は幅を持ってとらえてください。

	

	７　特定の地震に対する判定ではありませんので、震源地からの距離など、地震の内容により影響は異なります。

	

	８　この診断は、あくまで、建物自体を対象としたものでありますが、阪神淡路大震災や宮城県北部地震でも建物が無事でありながら家具の転倒などによる犠牲者も多数でましたので、建物の耐震化と同時に、家具の転倒防止などについても是非検討されることをお勧めします。
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